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2024年11月幹事会 

2024.11.15 

会計幹事：新谷、平田 

2024年11月幹事会 会計幹事資料 

 

1. 2024年9月例会 収支報告（暫定） 

 

 

2. 2024年度年会費納入状況 

・一般会員数：71社 

・予定収入額：7,075,000円（＝100,000円×70社＋75,000円×1社） 

9/30までに全71社からの入金を確認しました。今年度の年会費納入額は予定通り7,075,000円

です。 

 

3. 2024年度一般会計収支報告 中間報告（暫定） 

次ページ 

 

 

 

 

 

2024年　薬物動態談話会9月例会 日本薬学会 長井記念ホール

収入の部

なし

支出の部

1. 謝礼・交通費 謝礼 交通費 金額

後藤 雅宏 先生 60,000¥    84,000¥    144,000¥            

玉井 郁巳 会長 42,000¥    42,000¥              

山添 康 名誉会長 3,000¥      3,000¥                

小計 189,000¥         

2. 例会・会場費

千里ライフサイエンスセンター 192,830¥            

小計 192,830¥         

3. 事務局経費

（暫定）立替・振込手数料 1,980¥                

小計 1,980¥             

合計 383,810¥         
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※監査を受けていないため、期末報告時の数値とは異なる可能性があります。 

 

4. 会計内規改定状況  

9月幹事会で協議された内容等を会計内規に反映するための作業を進めており、2025年1月1日付

けで改定できるよう準備をしています。 

・改定予定内容 

①セミナーや例会等の講演謝礼（別紙1の緑字箇所） 

②セミナー参加費（別紙２の青字箇所） 

③飛行機使用時の取り扱い等（未編集） 

 

以上 

2024年度・実績 2023年度・実績 2024年度・予算

概要 金額

前年度繰越金 12,986,911¥       13,443,330¥       12,986,911¥       

年会費 7,075,000¥         7,175,000¥         7,200,000¥         

6月演習セミナー参加費 240,000¥            240,000¥            240,000¥            

8月談話会セミナー参加費 1,878,000¥         1,443,000¥         2,268,000¥         

普通預金利息 1,193¥                - -

合計 22,181,104¥       22,301,330¥       22,694,911¥       

4月例会 362,304¥            408,945¥            410,000¥            

6月演習セミナー 528,321¥            500,894¥            510,000¥            

8月談話会セミナー 3,719,712¥         4,146,426¥         4,150,000¥         

（暫定）9月例会 383,810¥            330,411¥            330,000¥            

その他（HP管理費） 132,000¥            132,000¥            140,000¥            

合計 5,126,147¥         5,518,676¥         5,540,000¥         

収入

支出
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別紙１ 

 

Ⅳ．講演謝礼  

以下の表のように定める。ただし、演者の所属する機関において、別途、講演謝礼の辞退

あるいは謝礼額等の規定がある場合はその機関の規定を考慮する。なお、オンライン開催

の場合も講演謝礼は同額とし、原則として口座振込により支払う。振込手数料は談話会負

担とする。 
（例会） 

講演区分 所属 講演謝礼 

特別講演 大学及び国公立等の機関 ６万円 

企業 なし 

一般講演 大学及び国公立等の機関 ３万円 

企業 なし 

講演補助 

（チューター等） 

大学及び国公立等の機関             1.5 万円 

企業 なし 

 

（年会） 
 

講演区分 所属 講演謝礼 

特別講演 大学及び国公立等の機関 ６万円 

企業 なし 

一般講演 大学及び国公立等の機関 ３万円 

企業 なし 

会長／名誉会長による 

Speech 

 ２万円 

 
（セミナー） 

 

講演区分 講演時間 講演謝礼 

会長講演  ３万円 

特別講演 30 分以上 40 分未満 ４万円 

40 分以上 60 分まで ６万円 

教育講演 30 分以上 40 分未満 ２万円 

40 分以上 60 分まで ３万円 

一般講演 30 分以上 40 分未満 ２万円 

30 分未満 １万円 
*：官、学に所属する非特別会員を RTD 補助者として招聘した場合、謝礼はなしとする。 

*：企業所属の講演者に対する謝礼はなしとする。 

 
（演習セミナー：終日実施） 

 

講演区分 所属 講演謝礼 

特別講師 大学及び国公立等の機関 ６万円 

企業 なし 

チューター 大学及び国公立等の機関 ２万円 

企業 なし 

*：企業所属の講演者は会員、非会員を問わない。 

 
Ⅴ．座長・司会謝礼（年会・セミナー）  

企業に所属しない座長または司会（ラウンドテーブルおよび総合討論）謝礼は一律１万

円とする。ただし、 講演と座長・司会の両方を務めた場合の謝礼は合算とする。 

 

Ⅵ．交通費（例会・年会・セミナー・演習セミナー） 

 支払い対象者 

①企業に所属しない講演者、チューターおよび RTD 補助者 
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Ⅳ．講演謝礼  

以下の表のように定める。ただし、演者の所属する機関において、別途、講演謝礼の辞退

あるいは謝礼額等の規定がある場合はその機関の規定を考慮する。なお、オンライン開催

の場合も講演謝礼は同額とし、原則として口座振込により支払う。振込手数料は談話会負

担とする。 

 

  例会 年会 セミナ― 演習セミナー 

特別講演 
（特別講師） 

6 万円 6 万円 6 万円 6 万円 

会長・名誉会長 
講演 

  3 万円 3 万円   

会長・名誉会長

Speech 
  2 万円     

一般講演 
（教育講演も含む） 

3 万円 3 万円 3 万円   

チューター 2 万円   2 万円 2 万円 

座長・司会 1 万円 1 万円 1 万円   

★1 企業所属者はすべて謝礼なし 

★2 講演者が、チューター、座長・司会の複数を務めた場合の謝礼は講演謝礼に含まれると

し、チューターが、座長・司会を務めた場合の謝礼はチューター謝礼に含まれるとする   

★3 講演補助が必要な場合は、一律 1.5 万円とする 

 
Ⅴ．座長・司会謝礼（年会・セミナー）  

企業に所属しない座長または司会（ラウンドテーブルおよび総合討論）謝礼は一律１万

円とする。ただし、 講演と座長・司会の両方を務めた場合の謝礼は講演費用に含まれる

とする。 

 

Ⅵ．交通費（例会・年会・セミナー・演習セミナー） 

 支払い対象者 

①企業に所属しない講演者、チューターおよび RTD 補助者 
②企業に所属しない座長・司会 
③会長／名誉会長、特別会員、功労会員（年会時） 
④会長／名誉会長（例会時） 
⑤海外より招聘した講演者、参加者については、その都度、支払い額も含めて幹事会で 
決定する。（原則として、国内での交通費を支払う。） 

 
※企業所属の常任幹事及び講演者には「原則交通費会社負担」で依頼するが、特段の事

情を有する常任幹事及び講演者については会長の判断により談話会負担も可能とす

る。 

※オンライン開催により交通費が発生しない場合は、交通費を支給しない。 
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別紙２ 

 

 
薬物動態談話会 会計 内規 

 

 
Ⅰ．この規則は、薬物動態談話会の年会費、セミナー、例会および年会の参加費、講演謝礼、 

座長謝礼、交通費、セミナーの要旨集への広告掲載について定めたものである。 

   

Ⅱ．年会費 

①会員会社 １社あたり１０万円とする。 
②途中入会の場合は，年度の残期間に応じ四半期ごとに２万５０００円とする。 
③途中退会の場合は，年度の残期間によらず年会費は返却しない。 
④会員会社２社が期の途中で合併することが年会費請求の時点で明らかな場合は，合併前 
の両社会費は月割りで計算し，合併後の継承会社の会費（１社分）は残期間の月割りで 
計算することとする。 

ただし、企業規模、入会時期を考慮して幹事会で承認を得た上でその額を 5 万円に減額す 
ることができる。また、年会費は幹事会の決議により変更することができる。 

    

Ⅲ．参加費 

（例会・新年会） 
①通常の例会への参加費は無料とする。 
②１月例会時の新年会参加費は参加者１名あたり１万円とする。 
ただし、会長、名誉会長、常任幹事、特別会員、功労会員よりは徴収しない。 
なお、特別講演の（演者）および予め特別会員あるいは幹事から推薦を受けた官、学 
に所属する研究者が参加する場合には、参加費を無料とする。 

③例会のうち演習セミナーの参加費は参加者１名あたり６０００円とする。ただし、オブ 
ザーバーとして参加する幹事は無料とする。 

（年会） 
④年会は参加者１名あたり３万５０００円とする。但し、経費に応じて変更することがあ

る。 
内訳は右記の配分とする。 宿泊費： １００００円 （1 泊分） 
 参加費： ２万５０００円 

  １２０００円 （初日のみ参加） 

  １３０００円 （２日目のみ参加） 

会長、名誉会長、常任幹事、特別会員、功労会員および予め幹事会で承認を得た特別会

員、功労会員以外の大学教授、准教授などの参加費（宿泊費を含む）は談話会負担とす

る。 
なお、常任幹事および功労会員で、会社負担による参加が可能な方は会社負担とする。 

⑤年会における講演者の参加費（宿泊費を含む）は談話会負担とする。 
⑥企業所属の座長・司会者には「原則参加費会社負担」で依頼するが、組織委員会メンバ 
ー等の特段の事情を有する場合については、会長の判断により談話会負担も可能とする。 

⑦年会における主幹事（4 名(4 社)）、副幹事（4 名(4 社)）および企画幹事の補助者（1 

名）の参加費（宿泊費を含む）は談話会負担とする。 
（セミナー） 
⑧セミナーは参加者１名あたり３万７０００円４万２０００円とする。ただし、経費に応じて

変更することがある。会長、名誉会長および常任幹事が参加された場合の参加費（宿泊費を

含む）は談話会負担とする。 
内訳は右記の配分とする。 宿泊費：１万８０００円１万６０００円（2 泊分） 

参加費：１万９０００円２万６０００円 
ウェルカムパーティーおよび意見交換会等は参加費に含まれるものとする。 

⑨セミナーにおける講演者の参加費（宿泊費を含む）は談話会負担とする。 

⑩企業所属の座長・司会者には「原則参加費会社負担」で依頼するが、組織委員会メンバ 
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